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江北町過疎地域持続的発展計画 

 

１ 基本的な事項 

 

（１）江北町の概況 

 ア 江北町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 本町は、佐賀県のほぼ中央部、杵島郡の東端に位置し、東は一級河川牛津川を隔て小城市、西は

杵島郡大町町、南に一級河川六角川を隔て杵島郡白石町、北は多久市に面し、東西5.6㎞、南北7.2

㎞、総面積24.88k㎡である。 

 地勢は、東西に走る旧長崎街道を境に、北部は緩やかな南斜面をなした山間山麓地帯で、一連の

山並みが東西に走っている。南部は平坦地で、そのほとんどを農地で占めており穀倉白石平野の一

角である。 

江北町は、明治４年の廃藩置県後、現在ある６大字の村であったが、明治２２年の町村制施行に

より、小田村、山口村、佐留志村となった。その後、昭和７年に３村が合併し江北村となり、昭和

２７年４月に町制を施行、昭和３１年に小城郡砥川村の一部（江口、正徳区）を編入し現在に至っ

ている。 

 本町は、ＪＲ長崎本線・佐世保線の分岐駅として特急電車が停車する江北駅を有しており、道路

網においても国道３４号・２０７号の分岐点となっているなど、県南西部地域への玄関口として重

要な役割を果たす交通の要衝の地である。 

戦後の石炭産業の発展により杵島炭鉱５坑が開鉱し炭鉱の町として繁栄したが、エネルギー革命

に伴い、石炭産業も不況の一途をたどり、３０年近く町産業の核となってきた杵島炭鉱は、その長

い歴史に幕を閉じた。 

 その後、人口流出は続いたものの、いち早く町の活性化を図るべく、交通網の整備、企業誘致の

推進、農・産業基盤の整備に努め、過疎からの脱却を目指し、快適で住みよい豊かな明るいまちづ

くりへ邁進している。 

  

イ 江北町における過疎の状況 

 本町の人口は、基幹産業となった石炭産業の隆盛に伴い昭和３５年は16,379人であった。しかし、

エネルギー革命に伴い杵島炭鉱が閉山し、核となる産業を失った本町は、著しい人口流出とともに、

行政はもとより、町民の不安と動揺が募り、山積する閉山対策等の問題を抱えながら過疎の町へと

一変した。 

特に、若年層の流出は高齢者比率の増加に拍車をかけ、平成２７年は26.9％、令和２年は28.5％
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と高齢化に歯止めがかからない情勢となっている。 

 本町は、昭和４６年に過疎地域の指定を受け、町の再生発展を目指すべく、雇用の場の確保を基

本理念として企業誘致に全力を注いだ結果、数社の優良企業の進出があり、現在も各企業はおおむ

ね順調に伸長している。 

  これら第２次産業の進展と相まって、産業や生活の基盤である交通網の整備促進、さらに教育文

化施設や生活環境・福祉施設等の整備と充実に努めたことにより、減少傾向にあった人口も、昭和

４０年代後半には歯止めがかかり今日に至っている。 

  

  ウ 江北町の社会経済的発展の方向の概要 

 本町は、国道３４号江北バイパスの全線開通に伴い、江北駅周辺及び駅南地区の開発が進んでお

り、駅南北を結ぶ自由通路の建設、駅舎の橋上化、駅から江北バイパスを経て南に延びた町道江北

駅南線と町道東分～祖子分線、町道城ノ井樋～東分線を結ぶアクセス道路、これに関連し、国道３

４号江北バイパスと町道東分～祖子分線間の地域縦横断道路等の整備についても実施した。また、

上小田地区と山口地区を結ぶ町道門前～観音下線の整備や、新たな交流拠点として宅地分譲が進ん

だ国道３４号江北バイパスの南に、みんなの公園も整備した。今後も新たな定住人口創出や地域間

の交流を促進させるための整備に努める。 

  また、本町の基幹産業である農業は、生産性の高い産地づくりを推進するとともに優良農地の保

全、生産基盤の整備、農地の流動化等、限られた農地を有効利用することにより、収益性の高い農

業経営の確立を図る。 

 商業においては、国道３４号江北バイパス沿いに郊外型店舗が進出したことに伴い、地域の活性

化に繋がってきており、今後も適切な誘導と土地の有効利用に努める。 

  工業においては、中小企業、既存の誘致企業への支援策、新規企業の進出に係る優遇措置の見直

しなど企業立地環境を整備し、地場産業との連携強化、更には経営力の向上につながるよう支援し

ていく必要がある。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と今後の見通し 

 本町の人口の推移（表１－１(1)）は、昭和３５年の16,379人をピークに昭和５５年の国勢調査

では9,732人と大幅に減少し、以降、過疎地域活性化特別措置法が制定された平成２年の国勢調査

では9,483人と減少傾向は続いたが、平成７年以降は横ばい状態が続いている。 

 これは、主に民間資本による駅南地区への宅地開発がすすめられたことによるものと考えられる。 

 年齢構成状況をみると、昭和５５年は若年者比率が高齢者比率を上回っていたが、平成２年には
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逆転し、以降はその差が広がっている。今後もこの傾向は続くことが予想される。 

人口の見通しについては、令和７年は9,451人が、２５年後の令和３２年には8,313人になり、

1,138人（△12.1％）減少する見通しである。年齢区分別の割合については、幼年人口、生産年齢

人口は減少する一方で、老年人口は増加していく見通しである。 

 

イ 産業構造及び各産業別の現況と今後の動向 

 本町の産業別人口（表１－１(3)）は炭鉱閉山による人口の流出、進学率の向上、就職時の都市

への流出等により、大幅な減少を見たが、令和２年は5,152人となり昭和４５年以来５０年ぶりに

5,000人台となっている。 

  各産業別に見ると、第１次産業は後継者不足等により年々減少し、令和２年は10.3％まで落ち込

んでいる。 

  この現象は、昭和４０年代後半から５０年代前半の高度経済成長、その後の安定成長に伴う第２

次、第３次への就業構造の変化、あるいは近年の農業環境の変化に伴う、農業従事者の兼業化が主

な要因と考えられる。 

   こうした第１次産業の低下、第２次産業、第３次産業の増加傾向はわが国の産業構造に追随し

ていくものと予想される。 
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表 1－1（1） 人口の推移（国勢調査） 

昭和55年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

9,732 9,483 △2.5 9,628 0.5 9,583 0.7 9,566 △0.2

1,976 1,939 △2.5 1,400 △2.6 1,360 3.7 1,434 5.4

6,434 5,801 △7.2 5,742 0.2 5,644 △2.6 5,366 △5.0

うち15歳
～29歳
（a）

2,058 1,447 △17.5 1,623 △3.2 1,331 △10.8 1,224 △8.0

1,322 1,742 16.9 2,486 2.9 2,578 6.9 2,723 5.6

％ ％ ％ ％ ％

21.1 15.3 16.7 13.9 12.8

％ ％ ％ ％ ％

13.6 18.4 25.8 26.9 28.5

令和2年

－ －

－ －

平成27年
区　分

総　数

（a）／総数
若年者比率

（b）／総数
高齢者比率

平成17年

－ －

－ －

平成2年

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上
(b)

※総数には年齢不詳者数を含むため内訳の合計と異なる場合がある。 

 

 

表 1－1（2） 人口の見通し 

区分 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年

人 人 人 人 人 人

9,451 9,251 9,045 8,828 8,573 8,313

年少人口
（0～14歳）

1,384 1,311 1,221 1,174 1,128 1,086

生産年齢人口
（15～64歳）

5,246 5,106 5,032 4,803 4,521 4,276

老年人口
（65歳以上）

2,821 2,834 2,792 2,851 2,924 2,951

総人口

 

国立社会保障・人口問題研究所資料（都道府県・市区町村別の男女・年齢（５歳）階級別将来推計人

口）より 
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表 1－1（3） 産業別人口の動向（国勢調査） 

昭和55年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

4,854 4,607 0.2 4,626 △1.3 4,965 4.8 5,152 3.8

第一次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 29.4 23.6 14.4 11.9 10.3

第二次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 28.1 31.3 27.1 27.3 26.7

第三次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 42.5 45.1 58.5 60.8 63

－ －

－ －

平成27年 令和2年

－ －

総　数

区　分

－

－

平成17年

－

－

平成2年

－

－
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（３）江北町行財政の状況 

ア 行 政 

近年の社会経済情勢の変化に伴い、複雑化、多様化する住民のニーズに対する適切な対応と、地

域社会の活性化及び住民福祉の向上を図り「快適で豊かな住みよいスポーツと産業の町づくり」を

推進すべく、昭和６１年２月に江北町行政改革大綱を策定し、以降数度の見直しにより、事務事業

の改善や組織機構の簡素合理化等を行ってきた。 

  少子高齢化の進行による人口減少時代の到来、地球温暖化等環境問題の深刻化、情報化やグロー

バル化の急速な進展、市町村合併等による地方行政の変化など社会経済情勢が大きく変わろうとし

ており、時代に対応した新たな施策展開が求められていることから、平成２２年１２月に第５次江

北町総合計画を策定し、「子や孫に誇れる郷土 江北」をめざし各種施策に取り組んできた。 

 また、本町の経済と地域社会の創生を成し遂げるために、「江北町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を平成２７年１０月に策定し、それを内包した「江北町まちミライ創生プラン」を令和３年

３月に策定した。 

一部事務組合等の加入状況については、杵藤地区広域市町村圏組合において消防・電算・介護保

険を、佐賀県後期高齢者医療広域連合において後期高齢者医療制度を、佐賀県西部広域環境組合に

おいてごみ処理を、杵島地区衛生処理組合においてし尿処理を、杵島工業用水道企業団より工業用

水を取り込み、上水道においては佐賀西部広域水道企業団で対応している。 

 

 イ 財 政 

 企業が数社あるものの、景気の動向等に大きく左右される面もあり、安定した税収が見込めず、

地方交付税、国庫支出金、地方債に依存するところが大きく、自主財源に乏しい状況にある。 

市町村の財政力を示す指標である財政力指数を見ても、平成２２年度0.42、平成２７年度0.36、

令和２年度0.41であり全国平均の0.51と比較しても低い状況にある。 

 財政構造の弾力性を見る指標として用いられる経常収支比率については、平成２２年度84.3％、

平成２７年度80.5％、令和２年度91.8％であり、全国平均の93.1％と比較しても低く推移している。 

 また、地方債の元利償還金に充てられる公債費は、義務的経費の中でも特に非弾力的な経費であ

るが、この公債費による財政負担の度合いをみる公債費負担比率については、平成２２年度21.7％、

平成２７年度13.0％、令和２年度10.9％なっており、一般財源に占める公債費の割合は減少傾向に

ある。 

  三位一体の改革に伴い、交付税の削減と補助金の廃止が行われ、ますます財政状況は厳しくなっ

ており、人件費、物件費等の義務的経費の節減、補助金等の見直しなど、限られた財源の効率的配

分に努め、健全財政の原点に立った運営を行う必要がある。基金についても計画的な活用と地方債
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の繰り上げ償還等に考慮しながら、公債費比率を抑制しつつ、低利で良質な地方債の活用など長期

的視野に立った財政運営を図る必要がある。 

 

ウ 公共施設等の整備状況 

 整備状況については、鉱害復旧事業による整備をほぼ全町的に取り入れたことや、過疎対策事業

を中心に各種事業を実施してきたこともあり、令和２年度末における町道改良率は83.8%、舗装率

99.4%、上水道の普及率についても100％に近い割合となっている。 

また、平成７年度から事業実施となった下水道事業についても令和２年度末の水洗化率は85.8%

となり、生活環境は格段に向上している。 

しかしながら、非過疎地域と比較してもその格差は未だに大きいものがあり、均衡を図る上でも

交通施設、電気通信施設、生活環境施設、福祉施設、教育文化施設等の整備・改良を総合的かつ計

画的に進め「人や地域が持続的発展する町づくり」を目指すものである。 
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表 1－2（1） 市町村財政の状況                （単位：千円） 

区　　　分 平成22年度 平成27年度 令和２年度

歳入総額　Ａ 4,709,343 5,342,086 7,205,233

　一般財源 2,999,600 2,993,533 3,101,363

　国庫支出金 299,557 745,480 1,975,034

　都道府県支出金 322,125 331,154 454,790

　地方債 453,151 588,354 574,471

　　うち過疎対策事業債 139,700 143,500 297,700

　その他 634,910 683,565 1,099,575

歳出総額　Ｂ 4,542,393 5,020,810 6,930,492

　義務的経費 1,971,224 1,821,832 2,240,932

　投資的経費 406,601 1,029,556 765,513

　　うち普通建設事業 399,436 1,027,461 673,351

　その他 2,164,568 2,169,422 3,924,047

　過疎対策事業費 151,738 223,720 523,683

歳入歳出差引額　Ｃ（Ａ－Ｂ） 166,950 321,276 274,741

翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ 20,673 20,058 65,281

　実質収支　Ｃ－Ｄ 146,277 301,218 209,460

財政力指数 0.42 0.36 0.41

公債費負担比率 21.7 13 10.9

実質公債費比率 17 12 12.4

起債制限比率 － － －

経常収支比率 84.3 80.5 91.8

将来負担比率 － － －

地方債現在高 5,173,210 4,589,683 4,869,616
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表 1－2（2） 主要公共施設等の整備状況 

昭和55 平成2 平成12 平成22 令和2

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

市　町　村　道

　　改　良　率　（％） 22 64.8 80.1 82.2 83.8

　　舗　装　率　（％） 88.3 93.2 98.6 99.1 99.4

農　　　　　道

　　延　　　長　（ｍ） - - - - 96,408

耕地1ha当たり農道延長（ｍ） 74.6 103.6 103.2 91.4 -

林　　　　　道

延　　　長　（ｍ） - - - - 2,247

林野1ha当たり林道延長（ｍ） 27.8 9 10 7.1 -

水　道　普　及　率　（％） 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9

水　洗　化　率　（％） 0 0 6.6 56.5 85.8

人口千人当たり病院、

診療所の病床数　（床） 14.7 17.9 16.2 16.2 14.2

区　　　分
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

本町は、県のほぼ中央部に位置し、国道３４号と国道２０７号、ＪＲ長崎本線と佐世保線の結節

点となっており、県南西部地域や長崎・佐世保方面への玄関口として、県内の交通の要衝となって

いる。 

さらには、特急列車が停車する江北駅を有し、博多駅までは５０分程度でアクセスできることか

ら、福岡都市圏への通勤圏内にあり、国道３４号江北バイパスの整備に伴い郊外型店舗が進出した

ことで、その周辺地域においては優良住宅地としての評価が高まり、民間資本による分譲住宅等の

開発が行われるなど発展を遂げている。 

また、子育て支援や住環境づくりに取り組んだことで、佐留志地区を中心に多くの人口の流入が

進んだ。 

一方で、中山間地域等においては、人口減少が急速に進行し、少子高齢化の進展等、町の中心地

域と比較すると急激に過疎化が進展しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情

報化、地域交通機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性

化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。 

このような状況に鑑み、豊かな自然や快適な生活を送るための機能、産業・生産基盤など各地域

における「地域資源等を最大限に活用した地域活力の更なる向上」、「暮らしを守り、豊かなまち

を創造する」ための安全・安心なまちづくりに向けて防災機能を強化し、地域における情報化の推

進、交通施設の整備及び交通手段の確保、道路、上下水道等の整備など生活環境の向上、集落の整

備、再生可能エネルギーの利用の推進、活力ある地域産業の振興に取り組むこととし、合わせて「人

の対流をつくり、人を育む社会を共創する」ため町の認知度を高め、人の定着の推進に向けた移住・

定住・地域間交流の促進、地域の担い手となる人材の育成、子育て環境の確保、高齢者等の保健及

び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、地域文化の振興等においても積極的に取り組む。 

また、県内の交通の要衝である地理的優位性を活かした企業誘致、起業支援、産業振興に伴う雇

用の創出、観光資源の整備などの地域経済の活性化など、「持続可能な地域社会を形成」するため、

これまでの江北町過疎地域持続的発展計画に基づき推進してきた各種施策を継続するとともに、

「江北町まちミライ創生プラン」に基づきまちづくりを進めていくことを本計画の基本方針とする。 
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ア 移住・定住・地域間交流の促進 

  駅南地区は生活圏として、各種公共施設（幼児教育センター、小・中学校、保健センター、ふれ

あい交流センター、みんなの公園等）、商業施設、医療機関等が集中しており、恵まれた生活環境

空間が形成されている。 

近年、若年層の持家志向が強まっていることや、女性の社会進出に伴う夫婦共働きの家庭が増加

していることから、既存の公共施設を有効活用し、各種事業の連携、各地区の連携を図り、子育て

に適した環境づくりを提供することにより、少子化対策や移住・定住・地域間交流の促進に繋がる

ようなまちづくりを積極的に推進する。 

 

イ 福祉・保健・医療の確保 

 本町の高齢化は、県平均と概ね同率で推移していることから、町民が生涯を通じて健やかに生活

できるよう、母子保健推進員活動の充実や活動拠点として保健センター等の整備を進めてきた。ま

た、保健センターを有意義に活用し、健康管理システムを活用した経年的な情報管理、地域ぐるみ

の健康づくり体制を確立するとともに各種施設のバリアフリー化、誰もが居場所と役割を持ち、つ

ながりを持って支えあう地域、活気にあふれ、温もりのある地域をつくるため、一人ひとりの個性

と多様性を尊重しながら、それぞれの持つ能力を発揮して生きがいを感じながら暮らすことができ

る全世代・全員活躍型地域コミュニティの推進を図る。さらに、医療の面では町内医療機関の協力

を得るとともに広域高度医療の推進、充実を図る。 

 

ウ 情報化・交通機能の確保及び向上 

 佐賀県の交通のへそとしての地理的優位性を活かした企業誘致、地域間の交流拠点として、県南

西部から九州佐賀国際空港へのアクセス道路としての性格を持つ、県道江北芦刈線の有効活用、高

規格幹線道路のインターチェンジを有する多久市への連絡道路である県道多久江北線の改良促進、

町道においては、門前～観音下線など地域間道路の新設を行うなど道路網の計画的な整備を進めて

いる。 

  情報発信の拠点として、橋上駅舎を含む駅南広場及び駅南北ふれあい通路、エキキタの整備によ

り、駅利用者の利便性の向上と佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」との連携を図り、

さらには県内外への高度情報交流の場としての利活用を図るため、ケーブルインターネット等の利

用促進を行い西九州の情報発信基地としての地位を確立するための整備を推進していく。 

また、新たな価値観や時代の潮流を力とし、そこにＳＤＧｓの考え方を取り入れながら、これか

らの時代に適応したまちづくりを推進していく。 
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

  ○人口に関する目標  

年度 令和 12年 令和 22 年 令和 32年 

社人研推計 9,251 人 8,828人 8,313 人 

目標 9,856 人 9,253 人 8,514 人 

※人口に関する目標は、江北町人口ビジョン・まちミライ創生プランと整合性を図っ  

ている。  

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

達成状況の評価については、本計画の目標値は「江北町 まちミライ創生プラン」に基

づいていることから、まちミライ創生プラン有識者委員会で実施する。  

 

（７）計画期間  

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５箇年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

（１）現状と問題点 

 ①移住・定住・地域間交流の促進 

本町の人口推移は、平成 11 年（1999 年）の江北バイパス全線開通以降、駅南地区における大

規模な住宅地開発などにより、世帯数は増加しているものの、微減の状態となっている。地域別

では佐留志地区への一極集中化が進んでおり、その他の地域では既に人口減少が進行している状

況である。 

一方で、近年、頻発する大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症による安全・安心に対

する意識の高まり、情報通信技術の急速な発展、働き方・ライフスタイルの多様化など、社会情

勢の変化に伴い地方移住の関心が高まっている。 

このような現状から、効果的な移住・定住支援の取り組みを実施するにあたり、移住者目線に

立ち、移住希望者に寄り添った支援を行い、豊かな自然や人付き合いといった「町の魅力」をさ

らに高め、町外に発信し続けることが重要である。 

また、近年、全国的に問題となっている空き家の増加については本町においても同様となって

おり、周囲の景観及び住環境への様々な問題を引き起こしている。空き家の増加により地域活力

の低下を招き、地域コミュニティの維持が困難となるなど、定住促進に悪影響を及ぼすため、早

急な対策が必要である。 

 

 ②人材育成 

  少子高齢化の進展による人口減少などにより、地域の産業を支える担い手の不足などの課題が

生じている。本町が今後も持続的に発展していくためには、次代を担う人材の確保・育成が特に

重要であることから、様々な分野において人材及び団体の育成が必要である。 

 

（２）その対策 

①移住・定住・地域間交流の促進 

○ 町の認知度、魅力度及び生活利便性の向上を促進し、新たな人の流れを創出する。 

○ 子育て世代・ファミリー層の流入を促進するための住環境の充実・強化に努める。 

○ 関係人口との交流やふるさとの魅力を発信することで、ふるさと回帰を促進させる。 

○ 関係人口やＵＩＪターン者へ新たな生活スタイル（テレワークやワーケーション等）に対

応した支援に努める。 

○ 空き家の解消と緑豊かな景観の形成づくりを推進する。 
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②人材育成 

 ○ 各行政区のほか多様な地域づくり団体の活動支援を実施する。 

○ 人材確保、就業者や担い手の確保と育成に加え、働きやすい職場環境の整備等を推進し、

安定した地域雇用の促進に努める。 

 

（３）計画 

移住・定住・地域間交流の促進、人材育成に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備  考 

１ 移住・定住・地

域間交流の促進、人

材育成 

（1）移住・定住 

 

（2）地域間交流 

 

（9）過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと里帰りツアー 

（事業内容） 

江北町の出身者や関わりのある方々に町

へ訪れてもらうことにより郷土愛を高

め、将来における移住・定住や、ふるさ

と江北の振興に寄与していただくきっか

けづくりを行う 

（必要性） 

町の周辺部では、少子・高齢化による担

い手不足やコミュニティの縮小化が深刻

化しつつあるため、地域外の方の支援を

必要としている 

（事業効果） 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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定住人口、関係人口の増加、地域活性化 

 

UIJ ターン促進支援事業 

（事業内容） 

説明会等への参加や、移住・定住希望者

への支援を行う 

（必要性） 

人口減少対策や人材確保のため 

（事業効果） 

集落機能の維持及び活性化、良好な住環

境の維持 

 

空き家と仕事をつなぐ移住・定住事業 

（事業内容） 

移住希望者へ空き家と仕事の紹介を一体

的に行い、移住への不安や抵抗感を解消

する 

（必要性） 

移住・定住の促進のため 

（事業効果） 

定住人口の増加、地域活性化 

 

関係人口創出事業 

（事業内容） 

町と多様に関わる町外方との関わりを創

出・拡大させ、町の魅力を知ってもらい、

町への移住・定住を促進させる 

（必要性） 

人口増のため、町外の方との関係を構築

することは必要である 

（事業効果） 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

 

定住人口の増加、ふるさと納税等の町外

からの支援の増加 

 

江北ふるさと便り 

（事業内容） 

町に由縁のある方に町の近況や動向等を

知らせるフリーペーパーを送付する 

（必要性） 

町の魅力を伝え、町への興味・関心を引

き立てるため 

（事業効果） 

関係人口の創出・拡大、ふるさと納税等

も含めた支援、地域間交流の促進 

 

空き家・空き店舗等再生による地域活性

化事業 

（事業内容） 

空き家を改修して、集いの場やサークル

活動の場を提供することにより有効活用

するとともに、人と人の繋がりを生む交

流の場をつくる。 

（必要性） 

少子・高齢化の進展に伴い、空き家・空

き店舗の増加し、危険家屋など地域に影

響を及ぼしている 

（事業効果） 

地域間交流の促進、地域活性化、良好な

住環境の保全 

 

地域人材・組織育成事業 

（事業内容） 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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その他 

将来の地域の担い手となる若手人材の育

成や組織を育成する。 

（必要性） 

地域の活力向上のため 

（事業効果） 

地域の将来を担う人材や組織の確保 

 

地域活性化補助 

（事業内容） 

町内団体等による独創的な地域活性化の

事業に対し、補助を行う 

（必要性） 

地域振興、人材育成のため 

（事業効果） 

コミュニティ組織の維持、活性化 

 

地域づくり交付金事業 

（事業内容） 

地域が主体的に実施、又は複数の地域が

相互協力して実施する地域活動を支援す

ることにより、地域活動を促進し、地域

の魅力を高める 

（必要性） 

地域コミュニティの希薄化が地域の魅力

づくりの支障となっており、下支えのた

めの基盤づくりが必要となっている 

（事業効果） 

地域活性化、人材育成 

 

未来アシスト事業 

（事業内容） 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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地域資源を活用した、持続的・自走可能

な取組に対し補助を行う 

（必要性） 

人口減少対策のため 

（事業効果） 

集落機能の維持、活性化 

 

地域の魅力づくり補助金 

（事業内容） 

町内団体等による人の流れや賑わいを創

出する独創的な地域づくり事業に対し、

補助を行う 

（必要性） 

地域振興のため 

（事業効果） 

人の流れや賑わいの創出による、活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

 今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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３ 産業の振興 

 

（１）現状と問題点 

①農林水産業の振興 

本町の基幹産業である農業は、整備された圃場、共同乾燥調製施設、樹園地、畜産環境施設等

を活かした、米麦大豆、野菜・花卉・果樹や肥育牛・養鶏などを展開している。 

   しかしながら、農業を取り巻く情勢は、農業従事者の減少・高齢化の進行、農業所得の伸び悩

み、農業用水利施設の老朽化、耕作放棄地の増加など厳しさが増しているため、経営改善による

生産コストの低減に努めるとともに、消費者の環境や健康、食の安全への関心が高まる中、環境

への負荷低減や安全で安心な付加価値の高い農産物の生産・供給をより一層進めているところで

ある。 

  農業の持続的な発展を図るため、認定農業者の育成、新規就農者の確保・育成、女性農業者の

育成・参画推進、高齢者の活動促進、中山間地域での耕作放棄の防止に加え、新たな米政策への

移行を契機として、個別大規模農家や集落型経営体等担い手の明確化と育成、より安全・安心な

農産物の提供など消費者に魅力のある売れる農産物づくりの推進、水田の高度利用・収益性の高

い園芸作物の導入や土地改良施設の適正な維持管理体制の強化などによる多彩な産地づくりを

推進する。 

 

②地場産業おこし・地場産業の振興 

新たな地場産業の創出として、有機等農産物、農産加工組織、直売所などの地域資源を活かし、

より付加価値の高い農産加工品の開発・販売を進めている。 

  更に、特別栽培・有機栽培等環境保全型農業の推進や加工施設等の近代化、販路拡大など農産

加工を地場産業として育成するため、環境整備に取り組み、販売施設等の設置により情報発信も

行う。 

  また、既存の地場産業についても事業者の高齢化、後継者不足の問題などが生じている現状で

あり、経営改善普及に努めていく。 

 

③企業誘致 

企業誘致の推進及び立地環境の向上を図るべく、武雄市（旧北方町）、大町町、江北町の３町

による一部事務組合として、杵島工業用水道企業団を設立し工業用水の確保を行い、上小田地区

に１１haの工業団地を造成したことにより、昭和５０年に電子機械関係、昭和５２年には食料品

関係と企業２社を誘致した。 
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しかしながら２社の誘致以降、既存企業の増設等はあるものの、新企業の進出は見られず、町

内事業所数は減少傾向にある。 

企業誘致については、魅力ある雇用の場を確保するとともに、就業機会が制約されている人々

の就業意欲に応えるために、職業情報の提供や職業能力開発機会の拡充に努める必要がある。 

また、こうした施策を行うためにも、本町における企業誘致用地の確保、既存企業との意見交

換会等を活発に行うなど情報交換の場を持ち、地域工業の全体的な向上に努めていく必要がある。 

 

④起業の促進 

 過疎地域の持続的発展のためには、地域の産業資源や特性に根付いた産業のみならず、新たな

ビジネスアイデアを生み出し、大きく育てていく環境が重要であり、雇用創出や地域活性化のた

めにも、起業者の発掘から育成、事業拡大までの一貫した起業の促進を行う必要がある。 

 

⑤商業の振興 

  国道３４号江北バイパス沿いに郊外型大規模店舗等が出店し、新たな商業集積地として、ひふ

み通り商店街が形成され賑わいをみせている。 

  一方、長年、町内で営業している既存の小売店等は、店舗数や販売額が減少し、ほとんどの商

店で来客者が減少するなど衰退の一途をたどっている。 

 このように小売店を取り巻く環境は今後も厳しさが増すと予測され、地域資源等を活かしたリ

ノベーションまちづくり、業種構成の充実、空き店舗対策、個店の充実等を行い老若男女が楽し

く買い物等ができる商店街づくりを進めるとともに、地域商品券の発行などソフト事業の充実、

起業支援も必要である。 

 

⑥観光又はレクリエーション 

  本町の北西部には、雲仙岳、干満の差が６m におよぶ有明海の眺望や自然を満喫しながらキャ

ンプや宿泊ができる白木パノラマ孔園、近くにはシーボルトやケンペルさらには坂本竜馬、江藤

新平など日本の行く末に思いをはせながら行き交った長崎街道の宿場町として栄えた小田宿が

あり、白壁の土塀、岩見屋の池園、馬頭観音堂の楠樹など歴史ある雰囲気が今も色濃く残ってい

る。 

   さらに、長崎街道をつつみ込むようにカンカン石、数多くの神社・仏閣、白木孔子像などの観

光資源が数多くある。また、町内の名所を経由する全長 10 キロのウォーキングコースが、新日

本歩く道紀行 100 選歴史の道に認定されるとともに、関川家住宅が 22 世紀に残す佐賀県遺産に

認定されるなど観光資源の発掘も進んでいる。 
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   白木パノラマ孔園を核にこれらの観光資源の有効活用や、まち歩きコースの整備、物語性を持

たせたネットワークづくりやインターネット・パンフレットなどを媒体として、各種情報を効果

的に発信し、本町全体の観光振興の底上げを行う。 

   また、有機農産物等に関心の高い消費者団体等と連携を深め、ゆうきの里「だいちの家」を拠

点に自然や地域と触れ合いながら体験農業等を通して都市圏消費者等との交流を図るとともに

町のイメージキャラクター「へそがえる・ビッキー」を活用した取組も推進していく。 

 

⑦情報通信産業の振興 

頻発する大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症による安全・安心に対する意識の高ま

りや情報通信技術の急速な発展による働き方・ライフスタイルの多様化など、社会情勢の変化に

伴い地方移住への関心が高まっている。情報通信産業の一部の業種は、企業立地上の制約が少な

く、地方での事業展開が可能な産業となっていることから、雇用創出や地域活性化など過疎地域

の持続的発展に向け、企業誘致等を行っていく必要がある。 

 

（２）その対策 

○ 農業経営基盤強化促進対策事業の積極的な取組による担い手の育成を推進する。 

○ 集落営農育成・確保緊急整備支援を推進する。 

〇 トレーニングファームを有効活用した新規就農支援を推進する。 

○ 安全・安心な特色ある農産物の生産・販路拡大を推進する。 

○ 省力化や低コスト化が可能な革新技術の導入に必要な機械・施設の整備を推進する。 

○ 地域資源を活かした中山間地域の活性化を図る。 

○ 用排水対策等の基盤整備・土地改良施設を適切に維持管理する体制の整備を推進する。 

○ 地域ぐるみの農業用施設維持保全活動を支援する。 

○ 農産加工を地場産業として育成するための加工施設及び販売施設等の整備を推進する。 

○ 企業誘致を奨励するための用地確保について検討する。 

○ 既存企業・商店街との意見交換会を実施する。 

○ リノベーションによるまちづくりを推進する。 

○ 観光やまちづくり活動と連携し、個店の経営力の強化とまちの魅力の再生を推進する。 

○ 駅周辺の賑わい創出づくりを実施する。 

 

（３）計画 

産業の振興に関する事業計画を次のとおりとする。 
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事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備  考 

2 産業の振興 （1）基盤整備 

   農 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）地場産業の振 

 興 

  流通販売施設 

 

環境保全型農業直接支払交付金事業 

多面的機能支払交付金事業 

中山間地域等直接支払交付金事業 

さがの稼げる水田農業推進事業 

麦・大豆生産技術向上事業 

地域農業水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 

農業振興 

新規就農支援事業 

新規就農者育成総合対策 

畜産振興 

園芸振興 

有害鳥獣対策事業 

さが園芸 888 整備支援事業 

産地生産基盤パワーアップ事業 

新基本計画実装・農業構造転換支援事業 

ラジコン草刈機管理業務委託 

八町制水門維持管理 

土地改良 

耕作条件改善事業 

基盤整備促進事業 

暗渠排水改修 八町地区 

ため池防災工事負担金 

岩屋暗渠改修 L=110m 

 

 

 

 

江北町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
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（5）企業誘致 

 

（6）起業の促進 

 

（7）商 業 

   その他 

 

 

（8）観光又はレク

リエーション 

 

 

 

 

 

 

 

（9）過疎地域持続

的発展特別事業 

 第 1 次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売施設等整備事業 

 

企業誘致用地確保 

 

起業支援 

 

商工会補助金 

中小企業融資 

勤労者福利厚生資金貸付 

 

白木パノラマ孔園（維持管理） 

陽だまりの丘公園（維持管理） 

桜山公園（維持管理） 

鳴江河畔公園（維持管理） 

みんなの公園指定管理委託 

駅の賑わい創出事業 

観光プラットフォーム創出事業 

長崎本線沿線地域振興事業 

 

 

 

新規就農支援 

（事業内容） 

新規就農者に補助金を交付することによ

り、地域農業の担い手を育成する 

（必要性） 

持続可能な力強い農業を実現するために

は、次世代を担う農業者の育成・確保に

向けた取組を講じる必要がある 

（事業効果） 

新規就農予定者・新規就農者の確保及び

江北町 

 

江北町 

 

江北町 

 

江北町 

〃 

〃 

 

江北町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

江北町 
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商工業・6 次産業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援、新規就農者の経営力向上 

 

地域商品券発行補助 

（事業内容） 

町内での消費喚起を促し、町内店舗の支

援を行う 

（必要性） 

町内事業者の経営安定・生活安定に寄与

する 

（事業効果） 

地域活性化、生活環境の維持 

 

空き店舗改修支援 

（事業内容） 

地域資源を再活用し、改修費用等を助成

する 

（必要性） 

新たな事業等に取り組みやすい環境を作

る 

（事業効果） 

商工業の振興、新たな事業及び商品の造

成 

 

起業支援 

（事業内容） 

町内で新規及び他業種へ新たに起業する

方を支援する 

（必要性） 

新たな事業等に取り組みやすい環境を作

る 

（事業効果） 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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その他 

新たな事業、商品の造成及び定住人口の

増加 

 

小規模事業所支援 

（事業内容） 

地域の魅力づくりに取り組む団体に助成 

（必要性） 

魅力ある町づくりをし、人口減少対策の

ため 

（事業効果） 

イベント開催や新たな商品開発などの地

域の魅力づくり 

 

 

 

江北町 

 

（４）産業振興促進事項 

 ① 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備  考 

江北町全域 製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館業 

令和 8年 4月 1日～ 

令和 13年 3月 31 日 

 

 

 ② 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）、（３）のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

農産加工所及び物産館については建物や設備等の点検を定期的に実施し、また、公園等について

は、設備や遊具等の点検を定期的に実施し、予防保全による施設の長寿命化、施設維持に係るトー

タルコストの縮減・平準化を図る。 

農業用施設については、日常点検による状況把握により、危険個所の早期発見に努め、道路や施

設の破損状況や劣化状況を把握し優先順位をつけて舗装補修工事等を実施していく。 
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４ 地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

本町では、スマートフォンやタブレット等が町民の日常生活と密接に関わり、生活を支えるツー

ル・基盤となっていることから、それらを活用した情報伝達も有効な手段となっており、アプリの

導入、改良、普及促進等の環境整備が不可欠となっている。 

近年、情報通信技術（ICT）は飛躍的に進歩しており、情報セキュリティやモラルに関する普及

啓発、子どもからお年寄りまでICTを安全・安心に利用できる環境整備が必要であり、また、国が

進める自治体のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に沿って、情報システムの標準化

や行政手続オンライン化を進め、町民の利便性の向上を図る必要がある。 

 

（２）その対策 

 ○ 円滑かつ正確な情報伝達が可能なデジタル防災行政無線の維持管理を図る。 

 ○ スマートフォンやタブレット等で情報伝達するための防災アプリの維持管理を図る。 

 ○ 安全・安心して ICT を利用できる環境及び人材等の育成を図る。 

○ 公共施設、避難所等における公衆 Wi-Fiの整備を検討する。 

 ○ ICTを活用した地域活性化を推進する。 

 ○ テレワーク等を推進する。 

 ○ 自治体情報システムの標準化・共通化を検討する。 

 ○ 利便性向上のための行政手続きのオンライン化やキャッシュレス決済、コンビニ交付を推進

する。 

 ○ マイナンバーカードや情報連携等を推進する。 

 ○ 行政保有データのオープンデータ化の普及啓発、利活用促進を図る。                                     

 

（３）計画 

地域における情報化に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備  考 

3 地域における情 （1）電気通信施設    
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報化 等情報化のための

施設 

防災行政用無線施設 

  その他の情報化 

のための施設 

その他 

 

 

 

 

 

（9）過疎地域持続

的発展特別事業 

デジタル技術活用 

 

 

デジタル防災行政無線（維持管理） 

公衆 Wi-Fi 整備事業 

 

コンビニ交付整備事業 

行政手続オンライン化事業 

情報システム標準化・共通化事業 

キャッシュレス決済推進事業 

自治体ＤＸ推進事業 

 

 

 

防災アプリ（維持管理） 

（事業内容） 

情報発信アプリによりスマートフォンや

タブレットから確実な情報を受け取れる

環境を整備する 

（必要性） 

災害等の状況において、住民への確実な

情報伝達ができる環境は必要であり、情

報通信技術の活用は有効である 

（事業効果） 

安全・安心な生活環境整備、利便性の向

上 

 

デジタル推進（維持管理） 

（事業内容） 

行政におけるデジタル化の推進や維持及

び管理を行う 

（必要性） 

 

 

江北町 

江北町 

 

江北町 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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行政事務の維持のため 

（事業効果） 

業務の効率化、住民サービスの向上 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現況と問題点 

 ①道路整備 

町の中央部を国道３４号が東西に、国道３４号から分岐した国道２０７号及び、県道多久～江

北線が南北に走り、これらの道路は本町の主要道路として重要な役割を果たしている。 

国道３４号・２０７号の分岐点となる江北バイパスが平成11年に全線供用開始したことや、九

州佐賀国際空港へのアクセス道路の県道江北～芦刈線の整備に伴い、本町の交通体系は格段に向

上したが、一方で交通量の増加よる交通安全対策についての検討が必要となっている。 

町内では、153路線、総延長約99.4㎞の町道が網羅しており、国・県道との連携を図るべく整

備・改良を進めてきた。道路の整備状況としては、改良率83.8％、舗装率99.4％となっており、

その維持管理や交通安全対策として歩行空間、防護柵、街灯等の整備が必要となっている。 

農道整備については、各種事業を実施したことによりほぼ完了しており、農業生産者及び地元

利用者の利便性は向上した。今後は、道路改良による整備と維持管理に努めなければならない。 

 

②交通対策 

生活路線バスは、国道３４号佐賀～武雄間、国道２０７号佐賀～鹿島間を運行しており、町内

においても交通手段が無い方のために循環バスを運行している。 

また、鉄道では、江北駅がＪＲ長崎本線・佐世保線の分岐点及び特急停車駅になっていること

から１日平均2,000人程度の乗降客があり、地域住民の足として大きな役割を果たしている。 

この玄関口としての機能を充実させるために、これまで江北駅周辺整備や駅南北ふれあい通路

の整備により駅利用者の利便性の向上と各公共施設との連携を図ってきた。 

さらには、令和８年度から町営タクシーの運行を開始し、高齢者の移動手段の確保に努めるこ

ととしている。 

  今後も地域の実情やニーズに合った持続可能な公共交通の確保、駅周辺整備や利用促進を図る

必要がある。 

 

（２）その対策 

○ 幹線町道の改良促進を図る。 

○ 交通安全施設の整備を図る。 

○ 交通手段の確保に努める。 

○ 駅周辺を核としたまちづくりを推進する。 
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（３）計画 

 交通施設の整備、交通手段の確保に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策区分 事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備  考 

4 交通施設の整備、

交通手段の確保 

（1）市町村道 

   道 路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［通学路等安全対策事業］ 

門前～畑川線（歩行空間整備） 

L=55m W=5.0m 

畑川～南郷線ほか 14 路線（道路付属

物等） 

L=8,080m 

観音下～東分線（張出し歩道改築） 

L=350m W=1.4m 

石原～電車道線他 1 路線（歩行空間整

備） 

L=580m 

千反松～南郷線（路肩拡幅） 

L=270m W=4.0m 

観音下～東分線ほか 4 路線（歩行空間

整備） 

L＝1,000m 

西分村内線外 1 路線(路面標示、転落

防止対策)(西分村内 2号線) 

L＝300ｍ 

駅南 2 号線 1 路線(拡幅、標識設置) 

L＝40ｍ(駅南 3 号線) 

門前東区線(ガードパイプ) 

L=1,400ｍ 

 

［道路新設改良事業］ 

 

江北町 

 

〃 

 

 

〃 

 

〃 

 

 

〃 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

〃 
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宿～城ノ井樋線（歩道整備） 

L=350m 

仮称)上小田団地線（道路拡幅） 

L=210m W=4.0m 

山口～上小田線（道路拡幅） 

L=480m W=4.0m 

東分～下惣線（道路改良） 

L=2,450m 

観音下〜東分線(道路拡幅) 

L＝500ｍ 

 

［道路舗装補修事業］ 

東分～八町線他 1 路線（舗装） 

L=1,500m 

新宿～石原線他 9 路線（舗装） 

L=4,170m 

東分～下惣線（舗装） 

L=2,450m 

上小田～白木線(舗装) 

Ｌ=800m 

岳～白木線（舗装） 

Ｌ=547.8m 

 

［道路防災修繕事業］ 

花祭～村内線（地すべり対策） 

 

［緊急自然災害防止対策事業］ 

上小田～白木線（側溝改築） 

L=259m 

畑川～電車道線(法面改修) 

L=17ｍ 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

〃 
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橋りょう 

 

 

 

 

 

 

（2）農  道 

 

 

 

（9）過疎地域持続

的発展特別事

業 

   公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平山中央線(法面改修) 

Ｌ=11ｍ 

高砂～門前線(法面改修) 

L＝200ｍ 

平山村内線(法面改修) 

L＝10ｍ 

 

［橋梁長寿命化修繕計画事業］ 

無名橋(10)外 34 橋 

新渡大橋負担金 

 

［道路維持管理費］ 

町道道路照明 LED 更新 N＝60 基 

 

道路舗装 4 路線 L=1,200m 

防護柵設置 4 路線 L=400m 

農道橋長寿命化 4 橋 

 

 

 

 

公共交通 ICT 化推進事業 

（事業内容） 

公共交通におけるキャッシュレス決

済や時刻表のデジタル化を行う 

（必要性） 

公共交通を維持していくためには、デ

ジタル化の推進は必要である。 

（事業効果） 

利便性の向上、公共交通の維持 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

江北町 

〃 

 

 

江北町 

 

江北町 

〃 

〃 

 

 

 

 

江北町 
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交通施設維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

町営タクシー事業 

（事業内容） 

運転免許証又は自動車を所有してい

ない 65 歳以上の高齢者の移動手段の

確保を行う。 

（必要性） 

高齢者の移動手段の確保のため。 

（事業効果） 

交通弱者の生活維持、住民福祉の向

上、高齢者の交通事故防止 

 

町内循環バス運行費補助 

（事業内容） 

町内循環バス運行のため、事業者への

補助を行う。 

（必要性） 

高齢者等、交通弱者の移動手段の確保

のため 

（事業効果） 

交通弱者の生活維持、住民福祉の向上 

 

生活交通路線バス運行費補助 

（事業内容） 

生活路線バス運行のため、事業者への

補助を行う。 

（必要性） 

高齢者等、交通弱者の移動手段の確保

のため 

（事業効果） 

交通弱者の生活維持、住民福祉の向上 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 
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（10）その他 

高齢者運転免許証自主返納 

（事業内容） 

運転免許証を自主返納した 65 歳以上

の高齢者に対し、郡内のタクシー業者

で使用できる助成券を交付 

（必要性） 

高齢者の交通事故を減少させるため 

（事業効果） 

高齢者の交通事故防止 

 

岩屋トンネル撤去整備 L=100m 

駅周辺整備事業 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

〃 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、平成３０年３月に町道に係る舗装の個別計画を、令和３年３月に公共施設個別施設

計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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６ 生活環境の整備 

 

（１）現況と問題点 

①上水道施設  

  上水道施設については、少子化で水需要が減少する中、広域再編で経営効率化を進めるため、令

和２年４月から３市３町１地区の市町の水道事業を統合し「佐賀西部広域水道企業団」として発足

した。浄水場などの設備老朽化に対応するため、専門の技術者を育成し災害に対応できる体制の整

備を働きかける必要がある。 

 

②下水道施設 

 下水道施設については、平成７年度から公共下水道と農業集落排水の２事業を同時に事業開始し

ている。公共下水道については、平成１５年３月から山口地区の一部と八町地区を一部供用開始し、

農業集落排水についても、平成１１年１０月から佐留志地区及び惣領分地区の一部において供用を

開始している。さらに、下水道事業計画区域外の地域については、合併処理浄化槽による整備を行

った。 

こうした取り組みにより令和６年度末の汚水処理人口普及率は99.1 ％となっている。下水道施

設は、健康で快適な生活の基盤となる必須の施設であり、便所の水洗化及び雑排水の処理による生

活環境の改善はもとより、河川等公共用水域の水質保全の機能を有していることから、今後も適正

な維持管理や更新整備を実施する必要がある。 

 

③廃棄物処理施設 

 ごみ処理施設については、４市５町で構成された佐賀県西部広域環境組合が運営する「さが西部

クリーンセンター」で平成２８年度からごみ処理業務が行われている。 

 現在の取り組みは、ごみ減量化対策として、分別収集の徹底などに努めているため、構成市町に

おけるごみの量は令和元年度をピークに減少し続けており、今後もごみ減量・分別に対する町民の

意識を高める必要がある。 

  し尿については、令和５年度から３町で構成された杵島地区衛生処理組合が運営する「杵島地区

環境センター」で業務が行われ、し尿処理等の安定的な維持と循環型社会形成のさらなる推進を目

指す。 

 

④火葬場 

火葬場については、杵藤地区広域市町村圏組合が運営する「杵藤葬斎公園」の旧火葬場が昭和５



36 

 

０年の稼働以来、５０年近く経過し老朽化が激しかったため、隣接地に新しく建設され、令和５年

度より稼働し、遺族に寄り添った運用に努めている。 

 

⑤消防・防災 

 昭和４８年杵藤地区広域市町村圏組合が設立され、広域常備消防体制を整備し、消防救急体制が

確立された。 

  一方、非常備消防については、消防団が本部及び３分団１０部、団員数310人で構成され、小型

動力ポンプ付積載車１１台、消防ポンプ車２台で消防活動を行っている。今後、格納庫等の施設整

備と新興住宅地域等への防火水槽等消防水利の整備充実を図る必要がある。 

また、近年全国的にも地震や豪雨等の大規模な自然災害の発生が続いていることから、地域（自

主防災組織）と密着した消防防災の役割はますます重要度を増しており、消防体制及び危機管理体

制の充実が求められている。 

 

⑥住宅環境 

 本町には、炭鉱閉山後、個人に払い下げられた木造長屋建の旧炭鉱住宅街（６集落）が存在して

いる。この旧炭住街の長屋は、昭和２０年当時の木造建築で老朽化が進み、規模、設備、隣接間隔、

道路等も狭いため居住環境が悪く、火災等の緊急時には危険性が極めて高く、町の住宅対策の大き

な課題である。 

  また、都市部からのＩターンやＵターン、核家族化の進行、生活基盤の充実による家屋需要の増

加に対応できるよう、民間資本による住宅建設を推進し、行政側としてもこうした需要に対応でき

るよう、公営住宅の建替、改良や改修、空き家改修支援について随時検討を行い、更には、町外か

ら町内への移住者についても、定住促進に係る優遇措置等を検討していく必要がある。 

 

（２）その対策 

○ 公衆衛生向上及び安定供給のための上水道施設に係る老朽管等更新事業、水道管新設事業 

及び旧浄水場解体事業。 

○ 水質保全のため下水道施設の維持管理、新設改築。  

○ 農業集落排水事業の更新整備。 

○ ごみ減量化、資源化の啓発運動の展開。  

○ 関係町と連携したし尿処理業務の計画的な実施。 

○ 火葬場の今後の在り方について、関係市町と連携して計画的に実施。 

○ 消防団格納庫、消火栓、防火水槽の施設整備。  
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○ 公営住宅建替・改良事業、空き家改修支援の検討。 

○ 町内への新規移住者についての優遇措置の検討。 

 

（３）計画 

生活環境の整備に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策区分 事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備  考 

5 生活環境の整備 （1）水道施設 

  上水道 

 

 

 

（2）下水処理施設 

  公共下水道 

 

農村集落排水施設 

 

特定地域生活排水処理施設 

 

 

合併処理浄化槽 

 

（3）廃棄物処理施 

設 

  ごみ処理施設 

  し尿処理施設 

 

（4）火 葬 場 

 

 

佐賀西部広域水道企業団負担金 

佐賀西部広域水道企業団施設更新負

担金 

 

 

公共下水道事業（新設・改築・更新） 

広域化・共同化事業 

農業集落排水事業（新設・改築・更新） 

広域化・共同化事業 

特定地域生活排水処理施設（新設・更

新） 

 

合併処理浄化槽設置補助金 

 

 

 

佐賀県西部広域環境組合負担金 

杵島地区衛生処理組合負担金 

 

 

杵藤地区葬斎公園負担金 

 

企業団 

〃 

 

 

 

江北町 

〃 

江北町 

〃 

江北町 

 

 

江北町 

 

 

 

一部事務組合 

〃 

 

 

一部事務組合 
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（5）消防施設 

 

 

 

（6）公営住宅 

 

 

（7）過疎地域持続

的発展特別事業 

   生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   環境 

 

格納庫・消火栓・防火水槽 

消防ポンプ車 

 

 

公営住宅修繕・改修 

 

 

 

一般廃棄物収集運搬業務委託 

（事業内容） 

生活環境の保全及び公衆衛生の向上

を図るため各家庭から排出される廃

棄物の収集を行う。 

（必要性） 

地域環境の保全のため 

（事業効果） 

環境意識の向上、廃棄物の減少 

 

空き家等の適正管理事業 

（事業内容） 

適正に管理が行われず長年放置され

ている空き家等の寄付を受け、町が除

却し跡地の有効活用する 

（必要性） 

空き家等に対する治安の不安や、経年

による建物の崩壊、雑草等の繁茂など

周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼ

しているため 

（事業効果） 

地域住民の安全・安心と住環境の改善 

 

江北町 

〃 

 

 

江北町 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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住宅・建築物耐震改修 

（事業内容） 

昭和 56 年以前に建築された木造住宅

の耐震診断、耐震化に係る経費の一部

補助する 

（必要性） 

近年の頻発する震災に対する住民の

意識向上を図るため 

（事業効果） 

住宅の耐震化を促進することで、住民

の生命・財産の保護と震災に強いまち

づくりにつながる 

 

 

江北町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現況と問題点 

①子育て環境の確保 

  本町では、幼児教育センター（町立江北保育園）と私立永林寺保育園、私立江北ひかりこども

園、私立ひとのねこども園、小規模保育所なのはな、小規模保育所ニチイキッズこうほく保育園

が設置されている。 

特に幼児教育センターでは、平成１１年度から幼稚園と保育所の共用化を始め、平成１４年度

から年中児と年長児においては、幼稚園児と保育園児が同一クラスにおいて保育を行うなど、県

下でも早い時期から子どもの最善の利益を考慮した保育に取り組んできた。今後は、更に、質の

高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供に努めていくとともに、安全・安心・快適な保育所

の施設整備や、保育士人材確保に努めていく必要がある。 

地域における子育て支援では、こどもセンター「うるる」での未就園児と保護者を対象とした

事業や未就園児絵本配本及び子育て情報誌の発行、母親対象のママサロン、放課後児童健全育成

等の事業を行っている。また、少子化対策の一環として、高校生までを対象とした医療費の助成、

小学校及び中学校の児童生徒を対象とした給食費の助成等を行い、保護者の経済的負担の軽減を

図っている。 

近年、子どもを取り巻く環境は厳しくなっており、家族構成の変化や地域のつながりの希薄化

によって、子育てに不安や孤立感を感じる家庭も多く、家庭の教育力の低下が課題となっており、

その対策も必要であることから、子ども・子育て支援新制度に向けて策定し、平成２７年度から

運用している「江北町子ども・子育て支援事業計画」を基盤に、町の未来を託す子どもたちが、

自らたくましく健やかに成長できるように、家庭・幼稚園・保育所・学校・地域住民・事業所・

行政等、町ぐるみで子育てしやすい環境づくりを推進し、子育てを通じて親も子も、地域も一緒

に育っていけるような環境づくりを推進する必要がある。 

 

②高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進を図るための対策 

  本町の老齢人口を比率で見ると、令和２年国勢調査では、高齢化率28.5％と、県平均の30.6％

よりも2.1％低いが、平成２７年国勢調査26.9％から1.6％高くなっていることから高齢化は進ん

でいるといえる。高齢化は、今後もこのように推移すると考えられ、更には核家族化傾向や扶養

意識の低下に起因する、独居老人の増加や生活不安などが大きな課題となる。 

   こうした状況を踏まえ、地域における高齢者を対象にした健康づくりと介護予防の推進、自立

を支えるサービス及び生きがいづくりの推進等を基本目標とした「江北町高齢者福祉計画」を令



41 

 

和４年３月に策定した。老人クラブについては、29団体1,393人で構成されており、親睦と健康

増進、教養の向上など、自主的な活動を展開されている。 

豊富な知識、経験、技術を持つシニアが地域社会において、奉仕活動や創造的活動に参加する

ことにより生きがいを見つけ、その生活を健康で豊かなものにできるようこれら組織の活動を推

進し、また、その拠点となる老人福祉センターの整備を図る。 

   また、健康づくりにおいては、町内において主要死因（悪性新生物・心疾患・脳血管疾患）が

全体の約50％を占めており、その対策が大きな課題となっている。疾病の早期発見、早期治療に

対応するために各種健診（検診）や保健指導を行っているが、令和６年度の特定健診受診率は

45.3％であり、未だ低い状況にある。町民自らが健康管理に意識し、健康づくりに取り組めるよ

うな仕組みや、受診率向上につながるための対策を進める必要がある。さらには、町民が生涯を

通じて健やかに生活できるよう各種健診（検診）の充実や健康管理システムの有効活用など健康

づくり向けた体制や環境の充実も図る必要がある。 

 

③障害者福祉 

   本町では、個々の対象者に応じた相談・指導を行うことにより障害の発生予防、早期発見等に

努めているほか、障害者の生活を支援するために、障害者総合支援法に基づく介護給付、医療費

の補助、補装具や日常生活用具の給付事業等を実施している。 

   さまざまなハンディを背負っている障害者の現状を改善するために、相談事業や各公共施設の

バリアフリー化等を実施し、ノーマライゼーションに基づいた福祉のまちづくりに向けて一層努

力する必要がある。 

 

（２）その対策 

○ 在宅福祉の拡充を図る。 

○ 老人クラブ等の元気老人組織活動の充実を図る。 

○ 子育て支援事業を推進する。（未就園児への絵本配布等） 

○ 少子化対策として、出生祝金や高校生までを対象とした医療費助成、学校給食費の補助等を

実施する。 

○ 多様化する住民ニーズに対応するために私立保育園の新築及び増・改築事業等へ補助を実施

する。 

○ 放課後の家庭に誰もいない児童の健全育成に向けた取組みとして、公立保育園の空きスペー

スを改修して放課後児童健全育成事業を実施する。 

○ 各種健診（検診）の受診率向上及び充実を図る。 
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○ 健康管理システムを有効活用し、健康管理の一元化、各種データの管理、事務の効率化を図

る。 

○ 健康寿命の延伸を目指していくために健康ポイント制度を実施する。 

 

（３）計画 

 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事業計画を次のとおりとす

る。 

 

事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策区分 事業名 

（施設名） 

事業内容 事業主体 備  考 

6 子育て環境の確

保、高齢者等の保

健及び福祉の向

上及び増進 

（1）児童福祉施設 

  保育所 

 

 

 

 

 

 

（3）高齢者福祉施設 

  老人福祉ｾﾝﾀｰ 

 

  その他 

 

（8）過疎地域持続的

発展特別事業 

   児童福祉 

 

 

 

 

 

保育所大規模改修事業 

保育所ｴｱｺﾝ改修事業 

小規模保育所開所事業 

放課後児童健全育成事業 

江北保育園床等補修事業 

保育所等整備交付金事業 

 

 

老人福祉センター指定管理委託 

老人福祉センター整備 

杵藤広域介護保険負担金 

 

 

 

子どもの医療費助成（町単） 

（事業内容） 

現物給付方式により医療費を助成

する 

（必要性） 

 

江北町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

江北町 

〃 

〃 

 

 

 

江北町 
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子育てにおける経済的な負担の軽

減を図るため 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、疾病の早期発見と治療、児童の

保健福祉の向上 

 

子育て支援事業（給食費助成） 

（事業内容） 

町内在住の江北小学校、江北中学校

の全児童生徒及び、町内在住の特別

支援学校に在学する児童生徒を対

象に学校給食費の全額を補助する 

（必要性） 

子育て世帯の経済的負担を軽減 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、町の魅力度向上、定住人口の増

加 

 

子育て支援事業（絵本配布） 

（事業内容） 

満 1 歳児から、保育園・幼稚園に未

就園の乳幼児に月 1回絵本を配布す

る。 

（必要性） 

絵本の読み聞かせを通じて未就園

児の情操教育を養うため 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、定住人口の増加 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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延長保育 

（事業内容） 

保育時間を延長して児童を預けら

れる環境を整備し、児童の福祉向上

を図る。 

（必要性） 

安心して子育てができる環境を整

備し、親の困り感を解消する。 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、定住人口の増加 

 

一時預かり 

（事業内容） 

児童を預かることで、安心して子育

てができる環境を整備し、児童福祉

の向上を図る 

（必要性） 

家庭において保育を受けることが

一時的に困難になった乳幼児を一

時的に預かることにより、親の困り

感を解消する 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、定住人口の増加 

 

こども誰でも通園制度 

（事業内容） 

0 歳 6 ヶ月から満 3 歳未満の未就園

児が保育施設を時間単位で柔軟に

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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   高齢者・障害者福祉 

 

 

 

 

 

 

利用できる制度 

（必要性） 

安心して子育てができる環境を整

備し、多様な働き方やライフサイク

ルに関わらない形の支援を強化す

る。 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、定住人口の増加 

 

保育士人材確保事業 

（事業内容） 

保育士資格を所有する方の人材を

確保することで保護者が安心して

子育てできる環境を整える 

（必要性） 

幼児教育・保育の無償化に伴い保育

ニーズが急激に高まり、実際に待機

児童が発生し、毎年保育士の確保が

課題となっている 

（事業効果） 

安心して子育てができる環境づく

り、定住人口の増加 

 

ひとり暮らし緊急通報システム 

（事業内容） 

65 歳以上の独居又は高齢者のみ世

帯を対象に緊急通報システムを貸

与する 

（必要性） 

急病又は災害等の緊急時に迅速か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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つ適切な対応を図るため 

（事業効果） 

ひとり暮らし高齢者等の不安の解

消を図る 

 

高齢者祝金 

（事業内容） 

長寿に対する祝金を支給する 

（必要性） 

高齢者を敬い、長寿を祝うため 

（事業効果） 

高齢者の福祉の向上 

 

老人クラブ補助金 

（事業内容） 

老人クラブ連合会に助成を行う 

（必要性） 

老人の知識及び経験を生かした、生

きがいと健康づくりのため 

（事業効果） 

高齢者の福祉の向上、健康の保持増

進、地域活性化 

 

食の自立支援事業 

（事業内容） 

65 歳以上の高齢者へ配食サービス 

（必要性） 

利用者の食生活の改善、安否確認の

ため 

（事業効果） 

高齢者の福祉の向上、健康の保持増

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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健康づくり 

進、食生活の改善 

 

敬老事業 

（事業内容） 

敬老会等事業を実施される自治会

等に対し補助金を交付する 

（必要性） 

地域ぐるみで長寿を祝い、地域の中

で支えあう安心のまちづくりのた

め 

（事業効果） 

地域ぐるみで長寿を祝うことがで

きる 

 

介護職員就職支援 

（事業内容） 

町内の介護施設等に勤務する介護

職員（新規）に補助金を交付する。 

（必要性） 

介護職員不足の解消を図るため 

（事業効果） 

介護職員人材確保 

 

健康管理システム（維持・管理） 

（事業内容） 

各種健(検)診や予防接種等の受診

結果等の管理を行う 

（必要性） 

住民の健康管理のため 

（事業効果） 

健診等の結果管理により疾病の早

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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期発見や治療、健康の保持増進 

 

健康ポイント事業 

（事業内容） 

取り組んだ健康づくりに対し、ポイ

ントを付与し、インセンティブを与

えることで健康づくりを推進する 

（必要性） 

健康づくりへのきっかけ、動機づく

りのため 

（事業効果） 

健康推進、健康寿命の延伸 

 

各種健康検診等 

（事業内容） 

各種がん検診を行う 

（必要性） 

疾病の早期発見、早期治療のため 

（事業効果） 

健康の維持、疾病の早期発見による

医療費の抑制 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

老人福祉センターについては、建物や設備等の点検を定期的に実施し、予防保全による施設の長

寿命化、施設維持に係るトータルコストの縮減・平準化を図る。 

 子育て支援施設については、児童、園児の安全で快適な教育・保育環境を確保し、子育て支援の

観点から幼稚園・保育園の役割に対応できるよう、施設の計画的な整備を行う。 
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８ 医療の確保 

 

（１）現況と問題点 

 本町は、一般病院２、一般診療所４、歯科診療所４と医療機関には比較的恵まれており、外科・

内科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科の診療科目による医療体制が構築されている。 

 医療提供体制の充実や医療技術の進歩する一方、高度な医療は治療費が高く、経済的負担が大き

いため、医療サービスを受けられない場合があることから、過疎地域の持続的発展につながる医療

支援制度の充実が必要となっている。 

 

（２）その対策 

○ 不妊治療費助成事業を実施する。 

 

（３）計画 

医療の確保に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 事業主体 備 考 

（施設名） 

7 医療の確保 （3）過疎地域持

続的発展特別事

業 

その他 

 

 

 

 

不妊治療費助成事業 

（事業内容） 

不妊治療に対する費用助成 

（必要性） 

少子化対策の推進を図るため 

（事業効果） 

経済的負担を軽減することで、不妊治

療を受けやすくするため 

 

 

 

 

江北町 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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９ 教育の振興 

 

（１）現況と問題点 

 町民の価値観の変化、余暇時間の増加及び高齢化、国際化、情報化社会の到来等による情報量の

多さから町民の学習意欲は高まり、かつ多様化している。 

 地域とともにある学校づくりを目的としたコミュニティ・スクールを令和元年度に導入しており、

今より更に、保護者や地域の方々が学校教育へ参画しやすい環境をつくり、学校と学校関連施設と

の協同を図る。 

学校や地域において外国人との触れ合いの場を持つことで、国際化への意識を高めるために外国

人青年の招致を行っている。また、将来を担う人材の育成確保を目指し中学校はオーストラリアの

ルーサランカレッジと学校交流を行っている。 

しかしながら、こうした交流の場となる小・中学校校舎などは、建築後年数が経過していること

から老朽化が進んでおり、児童生徒はもちろんのこと、施設利用者の安全面を考えるとその対策が

急がれている状況であり、小中一貫校を視野に入れながら、安全性を備えた学校施設の環境整備の

検討を行っていく。 

また、現在、全国的に不登校の児童生徒が年々増加しており、児童生徒一人一人の状況に応じた

多様な教育機会の確保のためフリースクールや通信教育など、学校以外での学習機会を支援する必

要がある。 

本町はスポーツの町宣言を行い、町民の日常生活に定着した体育・スポーツ・レクリエーション

活動を推進すべく、各種施設の整備、各種大会、スポーツ教室の開催や、それら指導者の育成・強

化にも努めてきたところである。 

  スポーツ活動は身体や精神力を鍛え、互いに競い合う楽しみや物事を成し遂げる喜びを知ること

ができ、人と人とのふれあいを通じて地域のコミュニティづくりに役立っていると考え、各種運動

施設の充実に向け推進していく必要がある。 

日常生活の中でスポーツに親しみ、生涯にわたり健康で明るく充実した生活を送ろうという人た

ちが増加していることから、幼児から高齢者まで各年代にわたり手軽に参加できるスポーツ活動、

スポーツに関する相談や情報提供等の事業も実施する必要がある。 

 

（２）その対策 

○ 語学指導の外国青年招致事業実施、国際交流事業の実施及び国際化を推進する。 

○ 情報教育の充実を図る。 

○ 多様な教育機会の確保を図る。 
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○ 学校教育関連施設の改修を図る。 

○ 生涯学習社会を構築する。 

○ 公民館、各地区集会所施設の整備及び改修を図る。 

○ 各体育施設の充実及び有効活用により住民間の交流を図る。 

○ 住民同士の交流が活発化するための拠点づくりとして交流施設等の整備を実施する。 

  

（３）計画 

教育の振興に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

  事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 事業主体 備 考 

（施設名） 

8 教育の振興 （1）学校教育関

連施設 

校  舎 

 

   水泳プール 

給食施設 

その他 

体育館 

 

（3）集会施設、

体育施設等 

 公 民 館 

 体育施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校改修工事 

中学校改修工事 

小学校プール改修事業 

給食センター大規模改修事業 

電子黒板リース(小学校・中学校) 

小中学校体育館空調工事 

 

 

 

公民館改修工事 

花山球場整備事業 

弓道場改修工事 

Ｂ＆Ｇ海洋センター解体工事 

テニスコート改修工事 

運動広場整備事業 

高砂運動広場整備事業 

さわやかスポーツセンター改修工事 

 

 

江北町 

〃 

江北町 

江北町 

江北町 

江北町 

 

 

 

江北町 

江北町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 
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 そ の 他 

 

（4）過疎地域持

続的発展特別事

業 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀のへそ・ふれあい交流センター

「ネイブル」改修工事 

全天候広場・Ｂ＆Ｇエリア再整備 

 

交流施設等整備事業 

 

 

 

 

国際交流等各種交流事業 

（事業内容） 

小中学校の児童生徒が海外の学校と

交流を行う。 

（必要性） 

海外で交流を行うことにより、子ども

同士の絆を深め、交流先の地域・文化

を学ぶため。 

（事業効果） 

将来を担う人材育成。 

 

フリースクール等奨学金 

（事業内容） 

町内の義務教育段階における児童生

徒がフリースクール等に通う場合の

経費に対する支援を行う。 

（必要性） 

不登校等の児童生徒の個々の状況に

応じた多様な教育機会の確保のため 

（事業効果） 

教育の機会の確保。 

 

〃 

 

〃 

 

江北町 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 
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（5）その他 

外国青年招致事業 

（事業内容） 

児童生徒の英語発音や国際理解教育

の向上を目的とした授業を補助する 

（必要性） 

国際化が進展する中で児童生徒の諸

外国への理解を図るため 

（事業効果） 

語学教育の充実を図ることが出来る 

 

教育デジタル事業 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

教育施設については、児童・生徒の安全で快適な学習環境を確保するため、教育方法・教育内容

等の変化に対応できるよう、施設の計画的な改修・整備を行います。大規模改修や建て替えは、人

口推計や今後の町の教育方針を考慮し、需要に見合った施設規模とする。 
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１０ 集落の整備 

 

（１）現状と問題点 

 本町は大小あわせ３５の集落からなり、これら集落の形態を大別すると、北部山間の農村２集落

と、旧長崎街道、国道３４号沿いに商業集落２、農業集落２３、一般居住集落８となっている。 

町内を見渡してみると、駅南地区においては大規模な住宅地開発などにより人口が増加している

が、それ以外の地区では人口減少が進行している状況であり、同じ町内で「都市化と過疎化」が存

在している。個々の集落を見ると、それぞれの特色を生かした活動や団体相互の連携により町の活

性化に大きく貢献されている。しかし、若者の流出等により後継者不足、団体活動の低下が問題と

なっており、既存の枠を超えた集落の連携を図るとともに、コミュニティ活動などへの住民の主体

参加を促進するなど、地域が持続的に発展していくための仕組みづくりが必要である。 

地域集落の活性化を図る上で、若者の力は必要不可欠であるが町外への流出が進んでいる。その

ため、地元へ残る若者への負担が大きいことや、若者と高齢者の思考もあいまって、相互の支援体

制も失われつつあることが懸念されている。しかしながら、愛着をもって集落を守っている住民も

少なくないことから、集落強化や機能強化への支援策も必要となっている。 

 

（２）その対策 

○ 人口の減少や高齢化の進行により、集落機能、地域社会の活力の低下が進んでいる集落につ

いては、複数の集落で広域的に支えあい、地域住民自らが地域を支え合い、地域住民自らが

地域を支え活用することができるような支援を行う。 

○ 婦人会、女性ネットワーク、老人会、消防団、その他団体と相互の連携を図ることにより、

地域社会における住民相互の扶助を一層強化し自治機能の低下を防ぐ。 

〇 人口・若者の流出の抑制、転入者の促進を進め活気ある集落の再編を行うとともに、地域活

動を通じ既存集落との交流や連携を促進する。 

〇 社会情勢の変化に伴い、田舎暮らしへの関心も高まっていることから、現在増加している空

き家についてもＵＩＪターン者の受け皿の一つになるよう、地域と連携を密にし、空き家バ

ンクの登録、空き家・空き店舗等再生による地域活性化事業等により、長期にわたり定住し

てもらえるよう支援を行う。 

 

（３）計画 

集落の整備に関する事業計画は次のとおりとする。 
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事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 事業主体 備 考 

（施設名） 

9.集落の整備 

 

－     

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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１１ 地域文化の振興等 

 

（１）現況と問題点 

 人々の価値観も「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へと転換し、次第に精神的、文化的豊かさへ

の志向が高まり、各種の文化活動を展開している。 

  本町には、有形・無形の文化財や、埋蔵文化財、民俗文化財等が現存しているが、これらの保護

だけではなく、地域住民の理解も含め、各種交流・学習の場としての活用、観光資源としての利用

価値を高めるなど積極的な取組を行っていく。 

 

（２）その対策 

 ○ 有形無形の文化財の保存整備。 

 ○ 伝統芸能の復活及び伝承。 

 

（３）計画 

地域文化の振興等に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

  事業計画（令和8年度～令和12年度） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 事業主体 備 考 

（施設名） 

10 地域文化の

振興等 

（1）地域文化振

興施設等 

 その他 

 

 

 

有形無形文化財保存整備事業 

 

 

江北町 

  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 

 



58 

 

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

（１）現状と問題点 

近年、地球温暖化に伴う気候変動等の影響による自然災害の増加・激甚化など、地球規模で環境

問題が深刻化してきており、脱炭素化の考え方を踏まえた低炭素循環型社会の構築など、環境への

負荷低減への意識や関心が高まっている。過疎地域の持続的発展のためには、エネルギーの安定的

かつ適切な供給の確保、エネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図るうえで再生可能エネル

ギーの有効利用等が重要となっている。 

 

（２）その対策 

国が2021年4月に示した2030年度末までに2013年度と比較してCO2の排出量を46%削減する目標の達成

に貢献するため、2021年5月に改正された地球温暖化対策推進法をはじめ、佐賀県再生可能エネルギー

利用等基本計画などの関連する施策と連携しながら再生可能エネルギーの利活用を推進します。 

 

（３）計画 

再生可能エネルギーの利用の推進に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

  事業計画（令和8年度～令和12年度） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 事業主体 備 考 

（施設名） 

11 再生可能エ

ネルギーの

利用の推進 

－ 

 

 

 

 

 

  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項  

 

（１）現状と問題点 

 人口減少や少子高齢化が進展するなか、本町が持続可能な地域社会を形成していくためには、移

住・定住・地域間交流の促進、生活基盤の整備、防災機能の強化、産業の振興、子育て・教育の支

援、男女共同参画の推進、ＩＣＴの活用など、様々な施策が必要である。 

多様な価値観や個性、生き方を認め合う共生社会の実現、自発的な活動の推進、豊かな自然や産

業、交通の利便性など、地域の特色を活かしたイベントや取り組み等を推進することで、魅力ある

暮らしやすいまちづくりを進めていく必要がある。 

  

（２）その対策 

○ 駅のパークアンドライド事業を実施する。 

○ 地域の特色を活かしたイベント等を推進する。 

 

（３）計画 

 その他地域の持続的発展に関し必要な事項に関する事業計画を次のとおりとする。 

 

  事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 事業主体 備 考 

（施設名） 

12 その他地域

の持続的発

展に関し必

要な事項 

 駅パークアンドライド事業 

（事業内容） 

 駅周辺の公共施設を鉄道利用者の

駐車場として有効利用してもらうた

め駐車券を発行し、併せて乗車券を給

付することにより、駅を起点とした利

用検証を行う。この利用検証結果か

ら、鉄道利用者のニーズや利用転換の

ための方策を推し量る 

 

（必要性） 

江北町 
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 町の玄関口として機能してきた駅

と鉄道の機能を低下せずに、今後も維

持するためには利用者数の向上が必

要である 

 

（事業効果） 

普段列車以外の交通手段により、通勤

通学している人々を鉄道利用に誘導

し、利用転換を促すことにより、町の

重要な交通の玄関口である駅の利用

促進及び長期的な駅舎や鉄道の機能

維持を図ることにつながる 

 

地域のまつり 

（事業内容） 

住民主体で開催するまつりや、イベン

トに対し支援を行う 

（必要性） 

地域活性化、地域コミュニティ維持に

寄与するため 

（事業効果） 

地域活性化、交流人口や関係人口の増

加、地域の人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本町では、平成２９年３月に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の基本的な管理方針を

示すとともに、令和３年３月に公共施設個別施設計画を策定し、今後の個別施設の更新時期及び費

用の見込みについて整理した。 

今後は公共施設の集約化及び複合化による再配置を進めるとともに、機能的かつ効果的な公共施

設の管理運営を行い本町の持続的発展に努める。 
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事業計画（令和 8年度～令和 12年度） 過疎地域持続的発展特別事業分（再掲） 

持続的発展施策 

区    分 

事業名 
事業内容 

事業 

主体 
備 考 

（施設名） 

1 移住・定住・地

域間交流の促進、

人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと里帰りツアー 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIJ ターン促進支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家と仕事をつなぐ移住・定

住事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住・定住のきっ

かけづくりのため

の取組であり、定

住者の増加による

地域活力の向上な

どへの効果は将来

に及ぶものであ

る。 

 

移住・定住へのき

っかけづくりのた

めの取組であり、

定住者の増加によ

る地域活力の向上

などへの効果は将

来に及ぶものであ

る。 

 

住居と仕事という

生活の根本を一体

的にサポートする

ことにより移住・

定住の促進につな

がることへの効果

は将来に及ぶもの

である。 
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地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

関係人口創出事業 

 

 

 

 

 

 

江北ふるさと便り 

 

 

 

 

 

 

空き家・空き店舗等再生による

地域活性化事業 

 

 

 

 

 

 

 

地域人材・組織育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

関係人口創出・拡

大への取組であ

り、定住人口の増

加などへの効果は

将来に及ぶもので

ある。 

 

町外在住者へのア

プローチとしての

取組であり、関係

人口創出への効果

は将来に及ぶもの

である。 

 

地域間交流のきっ

かけづくりのため 

の取組であり、コ

ミュニティスペー

スでの交流による

地域活性化への効

果は将来に及ぶも

のである。 

 

将来の地域を担う

人材や組織の育成

により、地域活力

の向上の効果は将

来に及ぶものであ

る。 
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 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活性化補助 

 

 

 

 

 

 

地域づくり交付金事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来アシスト事業 

 

 

 

 

 

 

地域の魅力づくり補助金 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興のきっか

けづくりとしての

取組であり、コミ

ュニティ組織維持

への効果は将来に

及ぶものである。 

 

地域の魅力づくり

のための取組みで

あり、地域魅力度

と基軸となるリー

ダーを中心とした

地域力の向上によ

る効果は将来に及

ぶものである。 

 

地域振興のきっか

けづくりとしての

取組であり、集落

維持への効果は将

来に及ぶものであ

る。 

 

地域振興のきっか

けづくりとしての

取組であり、魅力

の発信による地域

活性化への効果は

将来に及ぶもので

ある。 
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2 産業の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 商工業・6 次産業化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

新規就農支援 

 

 

 

 

 

 

 

地域商品券発行補助 

 

 

 

 

 

 

 

空き店舗改修支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

起業支援 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

若者の就農意欲を

喚起する取組、他

産業従事者等を実

際の就農に結び付

ける取組であり、

その効果は将来に

及ぶものである。 

 

町内事業者の経営

安定・生活安定に

寄与する取組であ

り、商業振興や地

域活性化への効果

は将来に及ぶもの

である。 

 

新たな事業等に取

り組みやすい環境

を作る取組であ

り、新たなビジネ

ス創出や地域活性

化などへの効果は

将来に及ぶもので

ある。 

 

町内で新規及び他

業種へ新たに起業

する方を支援する

取組であり、新た

な事業、商品の造

成及び定住人口の
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3 地域における

情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 交通施設の整

備、交通手段の確

保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デジタル技術活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共交通 

 

 

 

 

 

 

小規模事業所支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災アプリ（維持管理） 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル推進（維持管理） 

 

 

 

 

公共交通 ICT 化推進事業 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

江北町 

 

 

増加などへの効果

は将来に及ぶもの

である。 

 

魅力ある町づくり

をし、人口減少対

策のための取組で

あり、イベント開

催や新たな商品開

発など地域の魅力

づくりに繋がるな

どへの効果は将来

に及ぶものであ

る。 

 

住民への確実な情

報発信に向けた取

組であり、地域の

情報化や安全安心

なまちづくりへの

効果は将来に及ぶ

ものである。 

 

デジタル化の推進

による利便性の向

上の効果は将来に

及ぶものである。 

 

公共交通の利便性

の向上は利用促進

となり、その効果
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 交通施設維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営タクシー事業 

 

 

 

 

 

 

町内循環バス運行費補助 

 

 

 

 

 

 

生活交通路線バス運行費補助 

 

 

 

 

 

 

高齢者運転免許証自主返納 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

は将来に及ぶもの

である。 

 

交通弱者への交通

手段の確保、利便

性向上のための取

組であり、その効

果は将来に及ぶも

のである。 

 

交通弱者への交通

手段の確保、利便

性向上のための取

組であり、その効

果は将来に及ぶも

のである。 

 

交通弱者への交通

手段の確保、利便

性向上のための取

組であり、その効

果は将来に及ぶも

のである。 

 

高齢者の交通事故

を減少させる取組

であり、安全・安

心なまちづくりへ

の効果は将来に及

ぶものである。 
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5 生活環境の整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 子育て環境の

確保、高齢者等の

保健及び福祉の

向上及び増進 

 

 

 

 

 

 

 

 生  活 

 

 

 

 

 

 

 

 環  境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物収集運搬業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等の適正管理事業 

 

 

 

 

 

住宅・建築物耐震改修 

 

 

 

 

 

子どもの医療費助成（町単） 

 

 

 

 

 

子育て支援事業（給食費助成） 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

廃棄物の適正な収

集及び適切な排出

方法の啓発による

ごみ減量化などへ

の効果は将来に及

ぶものである。 

 

 

安全・安心な住環

境に資する取組で

あり、その効果は

将来に及ぶもので

ある。 

 

安全・安心な住環

境に資する取組で

あり、その効果は

将来に及ぶもので

ある。 

 

安心して子育てが

できる環境づくり

ための取組で、そ

の効果は将来に及

ぶものである。 

 

安心して子育てが

できる環境づくり

ための取組で、そ

の効果は将来に及

ぶものである。 
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 高齢者・障害者福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援事業（絵本配布） 

 

 

 

延長保育 

 

 

 

 

 

一時預かり 

 

 

 

 

 

こども誰でも通園制度 

 

 

 

 

 

保育士人材確保事業 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし緊急通報システ

ム 

 

江北町 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

子育て世帯への効

果は将来に及ぶも

のである。 

 

安心して子育てが

できる環境づくり

ための取組で、そ

の効果は将来に及

ぶものである。 

 

安心して子育てが

できる環境づくり

ための取組で、そ

の効果は将来に及

ぶものである。 

 

安心して子育てが

できる環境づくり

ための取組で、そ

の効果は将来に及

ぶものである。 

 

安心して子育てが

できる環境づくり

ための取組で、そ

の効果は将来に及

ぶものである。 

 

高齢者の不安解消

への効果は将来に
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 健康づくり 

 

 

 

高齢者祝金 

 

 

 

 

 

 

老人クラブ補助金 

 

 

 

 

 

食の自立支援事業 

 

 

 

 

敬老事業 

 

 

 

 

介護職員就職支援 

 

 

 

健康管理システム（維持・管理） 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

江北町 

 

及ぶものである。 

 

高齢者福祉の向上

のための取組で、

町民全体で高齢者

を敬うまちづくり

への効果は将来に

及ぶものである。 

 

高齢者の健康保持

及び老人クラブ活

動への効果は将来

に及ぶものであ

る。 

 

高齢者の食生活改

善等の効果は将来

に及ぶものであ

る。 

 

地域ぐるみで長寿

を祝うことへの効

果は将来に及ぶも

のである。 

 

介護職員人材確保

への効果は将来に

及ぶものである。 

 

疾病の早期発見や

治療、健康維持管
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7 医療の確保 

 

 

 

8 教育の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他 

 

 

 

 その他 

 

 

 

 

健康ポイント事業 

 

 

 

各種健康検診等 

 

 

 

 

不妊治療助成事業 

 

 

 

国際交流等各種交流事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリースクール等奨学金 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

江北町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

理への効果は将来

に及ぶものであ

る。 

 

健康づくりの維持

への効果は将来に

及ぶものである。 

 

疾病の早期発見、

早期治療への効果

は将来に及ぶもの

である。 

 

不妊治療への効果

は将来に及ぶもの

である。 

 

海外で交流を行う

ことにより、子ど

も同士の絆を深

め、交流先の地

域・文化を学ぶた

めのものであり、

将来を担う人材育

成への効果は将来

に及ぶものであ

る。 

 

不登校児童生徒が

行う多様な学習活

動の実情を踏ま
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9 集落の整備 

 

10 地域文化の振

興等 

 

11 再生可能エネ

ルギーの利用の

推進 

 

12 その他地域の

持続的発展に関

し必要な事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国青年招致事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅パークアンドライド事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江北町 

 

 

 

え、個々の不登校

児童生徒の状況に

応じた必要な支援

であり、義務教育

の段階における普

通教育に相当する

教育の機会の確保

への効果は将来に

及ぶものである。 

 

児童生徒の英語力

や国際理解教育の

向上の取組であ

り、将来を担う人

材育成への効果は

将来に及ぶもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道利用への転換

による利用者数向

上の取組みによる

公共交通維持の効
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地域のまつり 

 

 

 

実行委

員会 

果は将来に及ぶも

のである。 

 

地域内外の人々の

交流促進により地

域活性化などへの

効果は将来に及ぶ

ものである。 

 


